
名取市 保育施設入所ガイド

『２保育施設の入所申請について』 編
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１．入所申請から入所決定
までの流れについて
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10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
▼しおり配布
▼申請書配布

▼一次受付

▼利用調整 ▼施設面接 ▼入所説明会 ▼保育料決定

一次調整

4月1日
入所希望
で申請の
場合

１－ (１) 一次調整【新年度４月１日入所希望で申請の場合】
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１．入所申請から入所決定までの流れについて１
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▼結果通知

施設見学
申請書準
備

さぽーとぷら
すは児童同伴
で入所受付

入所承諾
書・支給認
定書を確認

児童同伴
で面接

持ち物説
明・保育時
間確認等

ならし
保育

保育を必要とする
事由を証明する
書類を、就労の
場合は会社へ、
依頼する等して
準備
(申請までに間に
合うように期日に
余裕をもって準備
しましょう)

利用が見込ま
れない場合に
は、入所保留
通知を交付し
ます
二次調整を行
います

お子さん
のアレル
ギー除去
食等、ご
相談くだ
さい

ならし保育
は入所から
2カ月以内
となります



10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
▼しおり配布
▼申請書配布

▼利用調整 ▼施設面接
▼入所説明会

▼保育料決定

二次調整

4月1日
入所希望
で申請の
場合

１－ (２) 二次調整【新年度４月１日入所希望で申請の場合】
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▼結果通知

入所受付

入所承諾
書・支給認
定書を確認

児童同伴
で面接

持ち物説
明・保育時
間確認等

ならし
保育

二次調整が保留の場合、
入所申請対象年度中
(４月１日～翌年３月入所分まで)は
随時の入所調整対象として対応致します

▼二次受付



２カ月前 １カ月前 入所希望月
▼利用調整 ▼施設面接

▼入所説明会
▼結果通知

▼保育料決定

随時調整
年度途中
入所希望
で申請の
場合

１－ (３) 随時調整【年度途中入所希望で申請の場合】
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入所受付

入所承諾
書・支給認
定書を確認

児童同伴
で面接

持ち物説
明・保育時
間確認等

ならし保育

入所希望月の
前々月の末日まで申請
してください
※支給認定は各月１日
からの認定になります

調整が保留の場合、
入所申請対象年度中(翌年３月入所分まで)は
随時の入所調整対象として対応致します
※保留中に希望施設を追加した場合は、
入所申請と同様に翌々月分の調整からの対象となります
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１．入所申請から入所決定までの流れについて

令和８年４月１日入所の申請期間
一次調整【新年度４月１日入所希望で申請の場合】

二次調整【新年度４月１日入所希望で申請の場合】

１
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令和７年11月6日(木)～11日(火)
9:00～16:00(土日は9:00～16:00)
名取市文化会館１階会議室
※11月生まれのお子さんは12月9日まで受付
書類不備の場合や施設の変更・追加は、12月9日まで受付

令和７年11月12日(水)～令和８年2月5日(木)
9:00～16:00

こども支援課窓口
一次調整で空きがある枠に対し二次調整を行います
施設の変更・追加は、2月5日まで受付
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１．入所申請から入所決定までの流れについて

申請時の注意点
申請時は、必要書類を全て準備の上、来館してください。

 １、さぽーとぷらす保育事業に申請する場合、児童の様子を
確認しますので、児童同伴の上で申請にいらしてください。
※児童の体調不良等により申請当日の同伴が難しい場合
は、書類不備受付期間内に、同伴の上来庁願います。

 ２、申告記入者の個人番号及び身分証の確認を行います。
『支給認定に係る個人番号(マイナンバー)申告書』の裏面を
確認の上、個人番号カード等を持参ください。

 ３、『支給認定申請書兼認可保育施設利用申込書 裏面
⑤税情報等の提供にあたっての署名欄』中の、自署又は代
筆時の押印について、確認します。押印漏れにより書類不備
となるケースもございますので、十分にご注意ください。

１
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２．保育施設に
入所申請をするには
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２．保育施設に入所申請をするには

名取市に在住していること
名取市に住民登録している方

名取市に転入予定である方も申請は可能です

保育の必要性の認定「支給認定」を受け
ていること
保育の必要性の認定「支給認定」（2号認定または

3号認定）を受けることが必要です。
保護者が仕事や病気など「保育を必要とする事由」
により、家庭での保育が困難な場合に、施設での保育
が必要なお子さんとして「支給認定」を行います。
幼児教育や集団生活に慣れさせる目的では保育の
対象とはなりません。

２

10



３．支給認定について

Natori City 
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保育施設や幼稚園（新制度園）などの利用を希望される
場合、入所・入園の決定とは別に、保護者の就労状況等を
もとに次の3つの区分により、利用のための認定（支給認
定）を受けることが必要です。

３－ (１)３つの認定区分

Natori City 

３．支給認定について３
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対 象 主な利用先

1号
認定

満3歳以上で、幼稚園での教育を希望する場合
幼稚園（新制度園）

認定こども園

2号
認定

満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、
保育施設での保育を希望する場合

保育所
認定こども園

3号
認定

満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、
保育施設での保育を希望する場合

保育所
認定こども園
地域型保育施設

※2号・3号認定には、保育を必要とする時間によって、さらに
「保育標準時間(11時間まで)」または「保育短時間(8時間まで)」
の２つの区分により認定します。



３－ (２)保育の必要性（２号・３号）の認定
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３．支給認定について３
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保育を必要とする事由

１ 就労 月６４時間以上の就労
２ 妊娠、出産 入院等が必要な妊娠、産前・産後8週間

３
保護者の
疾病・障害

入院、通院、自宅療養、障害などで保育が困難と診断

４
同居親族の
介護・看護

同居又は入院している親族の常時の介護、看護

５ 災害復旧 災害復旧作業により保育が困難
６ 求職活動 求職活動（起業の準備を含む。）を継続的に行っている
７ 就学 学校等に在学又は職業訓練校等で職業訓練を受けている
８ 虐待・DV 虐待やDVのおそれがある

９
育児休業
(既に入所して
いる児童のみ)

育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて職
場復帰のために継続利用が必要である場合

名取市内に住所があり、保護者が以下のいずれかの事由に該当す
ること



３－ (３)保育の必要性（保育時間）の区分
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 下記は公立保育所の場合の一例です。施設により開所時間（標
準時間、短時間、延長保育実施時間）が異なります

 保育時間は、送迎の時間も含めて確認します。

保育短時間
認定の場合

短時間利用（最大で8時間）

保育短時間の利用可能な時間帯

保育標準時間
認定の場合

標準時間利用（最大で11時間） 延長保育

保育標準時間の利用可能な時間帯 (有料)

7:00 8:00 16:00   18:０0 19:00



４．申請書類について
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利用のための認定(支給認定)を受けるためには、申請
児童１名ごとに１部ずつ書類の提出が必要です。

Natori City 

４．申請書類について４
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名取市長　あて

名取市社会福祉事務所長　あて

R7.4/1時点年齢 性別 障害者手帳等

平成 □家庭（ 父　母　祖父母 ）

令和 □その他の施設(　       　   )

□その他（    　 　　　　　　）

年

申込児童
との続柄

年齢
（R6年4/1時点）

障害者
手帳等

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

受付印

【裏面も記入願います】

希望保育期間 令和　　　年　　　月　　　日 ～　　【 □就学前まで　】【　□令和　　　年　　　月　　　日まで】

　□月　　□火　　□水　　□木　　□金　　□土　　

有・無

歳

歳

ふりがな

氏　　名

希望する保育の必要量  □保育標準時間（1日あたり最大11時間）　　 □保育短時間（施設設定時間内の最大8時間）

第7希望以下はこちらに記入くださ
い

　【平日】　　　時　　　分　～　　　　時　　　分　　　【土曜日】　　　時　　　分　～　　　　時　　　分　　　

送　迎 【送】送迎者（　　　　　　）手段（　　　　　　）【迎】送迎者（　　　　　　）手段（　　　　　　）

①世帯の状況（申込児童を除く同居者全員を記入し、父母が単身赴任の場合は、単身赴任中の方も含めて記入ください。）
※世帯が別の場合でも、同居している場合は、必要事項を記入ください。

勤務先・就学先・疾病・利用中の
施設名等

転居・転入先住所 〒　　　　　　住所：名取市

有・無

転居・転入予定

住
所
の
状
況

歳

令和6年1月1日の住所

□無　　　□有　【　令和　　年　　月　　日頃　転居・転入予定　】　　

□離別　□死別　□別居　□未婚　□調停中　□その他（　　　　　　　　　　　　）

事由発生　平成・令和　　年　　　月　　日 調定期日通知書　　□有　　□無

有・無

有・無

有・無

第6希望

希
望
施
設
等

第4希望

生年月日

第1希望

第2希望

第3希望

第5希望

大正・昭和・平成・令和

大正・昭和・平成・令和

保育を必要とする理由を
具体的に記入してください

希望利用時間
※通勤時間等を含む

有・無

令和7年1月1日の住所

ひとり親の場合

大正・昭和・平成・令和

生活保護適用 □適用なし　　□申請中　　□適用あり（平成・令和　　年　　月　　日保護開始）

□名取市　　□名取市外（　　　　　　　　　　　）

大正・昭和・平成・令和

歳

歳

歳

転入日　令和　　年　　月　　日

□名取市　　□名取市外（　　　　　　　　　　　）

転入日　令和　　年　　月　　日

大正・昭和・平成・令和

大正・昭和・平成・令和

令和7年度　２号認定・３号認定用

【保護者】　住所　名取市　　　                 　　　　　　　　　　　 　氏名　   　　　　　　　　 ㊞

(自署の場合、押印不要）

申込状況

有・無児童名 男・女

月 日 歳

支給認定申請書　兼　認可保育施設利用申込書

令和　　　年　　　月　　　日

          　〒　    －　　　　－

ふりがな 生年月日 現在の保育の状況

次のとおり支給認定の申請及び認可保育施設利用の申込をします。

連絡先 ①　　　　　　      自宅・父携帯・母携帯・その他(          )　②　　　　　　　　 自宅・父携帯・母携帯・その他(

)

 □今年度新規申込　　□同年度内で過去に申込有り（平成・令和　　　年度　　月入所希望）

　　　 ③　　　　　　      自宅・父携帯・母携帯・その他(          )　※順番でご連絡させていただきます。

　【記入年月日】　令和　　　年　　　月　　　日　　 　

　【記入者】 父　・　母　・　その他（　　　　　　）

児童名 生年月日 現在の年齢

③　健康診査の実施状況　※該当するところを○で囲んでください　※市外で受診した方は時期の近い健診について、記入してください

　首がすわったのはいつ頃ですか

　お座りができるようになったのはいつ頃ですか

　歩き始めたのはいつ頃ですか

　あやすと声を出して笑うようになったのはいつ頃ですか

　目が合いますか

　理由もなく奇声をあげることがありますか

　意味のある単語（マンマ、ワンワン等）でてきたのはいつ頃ですか

　現在の状況について　　

　　　病名等 病院・施設名

　　　通院状況

⑦　過去に大きなけが（骨折、脱臼等）をしたり、病気にかかったことがありますか

　　けが・病気名等 病院・施設名

　　時期　　（　　　　　歳　　　　か月頃　）　　　（　　　　　歳　　　　か月頃　）

　　　　回数　（　　　　　　　回　）　　　　時期　（　　　　　歳　　　　か月頃　）　　（　　　　　歳　　　　か月頃　）　　　

     原因　（　発熱で起こる（　　　度　　　分以上）　　　熱が出なくても起こる　　　　泣いた時に起こる 　）　　　

　母乳　　　ミルク　　　混合　　　　離乳食（　　　回/日・　朝　　　昼　　　夕　）　　　普通食　

　ない　　ある　（食品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　症状：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　ない　　ある　（原因名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　症状：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

   規則正しい　（起床　　　　　：　　　　　　　就寝　　　　　：　　　　　　　）　　   不規則

小便 　一人でできる　　一人でできない　　トレーニング中

大便 　一人でできる　　一人でできない　　トレーニング中

  健康・発達面で心配なことがありましたらご記入ください（特になければ「なし」と記入してください）

※施設内定後、本申告書に記載のない病気等が発覚した場合、入所できないことがあります。些細なことでも気になる

ことがあれば必ず記入してください。

④　発達の状況

H・R　　　年　　　月　　　日

健診で指導を受けたことなどあればご記入ください

１歳８か月児健診 ２歳６か月児歯科健診　

健康 ・要観察 ・未受診 健康 ・要観察 ・未受診

①　出産の状況

②　出生の状態

３か月児健診 ７か月児相談

健康 ・要観察 ・未受診 受診 ・未受診

⑬　排泄

（　　　　歳　　　　か月）

（ 　喃語　　　単語　　　二語文　　　簡単な会話　　　日常会話　　）

　言葉で気になることがあればご記入ください（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑩　食物アレルギー

⑪　食物以外のアレルギー

⑫　生活リズム

　　　※　はいの方はご記入ください

⑨　現在の食事状況

⑤　言葉

　　　※　はいの方はご記入ください

　　　※　はいの方はご記入ください

⑧　けいれんやひきつけを起こしたことがありますか

⑥　発達や慢性的な病気等で病院や施設に通院や相談をしていますか　　　

　教える　　　教えない　　

　教える　　　教えない　　

児童の健康状況申告書

　はい　　　・　　　いいえ

　　はい　　・　　いいえ

　はい　　　・　　　いいえ

　はい　　　・　　　いいえ

　　はい　　・　　いいえ

　　　※病院・施設等の診断書または意見書等をお持ちの場合は写しをご提出ください。

　　　正常分娩　　　　　帝王切開　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　在胎週数（　　　　　　　週　　　　　　日）　　　　　出生体重（　　　　　　　　　　　　　ｇ）

　　歳　　　　ヵ月

（　　　　　　　　　　か月）

（　　　　　　　　　　か月）

（　　　　歳　　　　か月）

（　　　　　　　　　　か月）

３歳６か月児健診

健康 ・要観察 ・未受診

認可保育施設入所に関する留意事項の確認 

■内容をご確認いただき、□にチェックをしてください。 

【裏面もご確認ください】 

留 意 事 項 

□ 1 

保育施設は、保護者が仕事や病気その他の理由で家庭での保育ができない場合に、保護者に代わって 

保育をすることを目的として設置された児童福祉法による施設です。仕事が休み等で保育を必要とする事

由がない日は、原則家庭での保育となります。 

※保育を必要とする事由以外で施設を利用する場合は、施設に必ず連絡をお願いします。 

□ 2 

保育を実施する時間は、支給認定の保育時間の区分（標準時間・短時間）及び各施設が定める標準時間・

短時間の設定時間の範囲内で、保育を必要とする事由に対し、添付していただいた各証明書等に記載され

た「保育を必要とする時間」（就労であれば、勤務就労証明書に記載された勤務時間となります）＋「送

迎（通勤）時間」です。予め施設と確認のうえ、適正に利用いただくようお願いします。 

□ 3 

支給認定・入所手続きに必要な書類は、後日提出となるものも含め、期日までに提出してください。ま

た、支給認定期間中、年に１度、支給認定要件に適合しているかを確認するため、継続入所のための現況

届をご提出いただきますが、書類の提出がない場合は、支給認定が取消しとなり、入所（継続）ができな

くなることがあります。 

□ 4 
提出書類の内容に虚偽があった場合や、申告内容に変更を生じたがその連絡がなかった等の場合は、認

定、利用内定、入所承諾、利用者負担額の決定を取消、退所していただくことがあります。 

□ 5 

申請児童の健康・発達状況等の確認のため、必要に応じて関係機関に対し情報を提供する又は情報の提

供を求める場合があります。また、障害や発達の遅れなど、保育実施にあたって特別な配慮を要する事情

が認められる場合、別途面接や、さぽーとぷらす保育の申請を求める場合があります。 

 上記求めに応じない場合や、障害や発達の遅れが重度である場合、また、事前の申し出なく、内定後に

施設における面談において、保育士の加配が必要であることが判明した場合、入所承諾とならない場合が

あります。 

□ 6 

求職活動や、妊娠出産等を事由に認定を受ける場合、支給認定期間が制限されます。認定期間後も継続

して保育施設等の利用を希望する場合は、期間満了前に保育を必要とすることが確認できる書類を提出し

てください。認定を継続する事由がない場合、退所となります。 

□ 7 

申込み後又は入所中に、住所、氏名、家族構成及び保育を必要とする事由等に変更があった場合は、速

やかに「支給認定変更申請書」「変更事項を証明する書類」を施設等に提出してください。 

各種変更は、利用の優先度や保育料に影響を及ぼす場合があります。提出が遅れた場合や、後日発覚した

場合には、内定等の取消や、保育料が遡って変更となることがあります。 

□ 8 

利用者負担額（保育料）は入所児童の保護者の税額により算定します。税額は基本的に父母 2名の合算

額になりますが、父母の年収が 120 万円未満の場合のみ、同居する祖父母等扶養義務者の方から、家計

の主宰者と判断される 1 名の課税額を合計します。この場合、世帯分離しているかどうかにかかわらず

算定の対象となりますので、支給認定申請書兼認可保育施設利用申込書の世帯の状況欄への記載漏れがな

いか再度確認してください。 

□ 9 

公立保育所の場合、保育料・副食費・延長保育料は原則口座振替により納入していただきます。原則毎

月 28 日の引落としとなりますので、残高不足等にご注意ください。なお、保育料が滞納となった場合、

督促状・催告書が送付されるほか、こども支援課職員又は施設職員が自宅訪問や電話による催告を行いま

す 。納入が困難となった場合、速やかにご相談ください。※自園徴収となる施設については、施設の指

示に従い納入してください。 

　　支給認定の申請を行うにあたり、下記のとおり個人番号を申告いたします。

※窓口にて申請する方をお書きください (自署の場合、押印不要）

○申請者が世帯員の個人番号を確認のうえ記入してください。
ふりがな

生年月日

ふりがな

生年月日

ふりがな

生年月日

ふりがな

生年月日

ふりがな

生年月日

※18歳以上の同居者がいる場合は以下に記入してください。
ふりがな

生年月日

ふりがな

生年月日

　　【備考】

　　・申告いただいた個人番号は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下番号法）第9条に

　　基づき、本申請にかかる事務の処理に必要な範囲を超えて利用することはありません。

　　・本様式は、番号法第14条に基づき提出していただくものです。

　　・申告いただいた特定個人情報は番号法第19条に定められた場合を除き、他機関等に提供することはありません。

※申込受付時に、申込来庁者（＝申告書記入者）の個人番号及び身分証明書の確認を行いますので「個人番号カード」を

　 持参ください。「個人番号カード」をお持ちでない場合は、①個人番号を確認出来るもの（通知カード若しくは個人番号が

　 記載された住民票等）と②身分証明書（下記参照）を持参ください。

　　【市記入欄】　

　　□住基カード（顔写真あり） 　　□各種健康保険被保険者証

　　□運転免許証 　　□各種共済組合の組合員証

　　□運転経歴証明書 　　□年金手帳

　　□パスポート 　　□児童扶養手当証書

　　□身体障害者手帳 　　□特別児童扶養手当証書

　　□精神障害者保健福祉手帳 　　□介護保険被保険者証

　　□療育手帳 　　□その他官公署からの発行書類等で

　　□在留カードまたは特別永住者証明書 　①氏名、②生年月日または住所の記載のある

　　□その他写真付き身分証明書等 　もの

　　　　①氏名、②生年月日または住所の記載があるもの

支給認定に係る個人番号（マイナンバー）申告書

名取市長　　あて

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

申請者（保護者）名　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

申込児童 個人番号（12ケタ）
氏名

平・令　　　　年　　　　月　　　　　日

申込児童 個人番号（12ケタ）
氏名

2

ー1 ー

平・令　　　　年　　　　月　　　　　日

申込児童 個人番号（12ケタ）
氏名

3

ーー

平・令　　　　年　　　　月　　　　　日

続柄 個人番号（12ケタ）
氏名保護者

ーー

（父） 昭・平　　　　年　　　　月　　　　　日

続柄 個人番号（12ケタ）
氏名保護者

ーー

（母） 昭・平　　　　年　　　　月　　　　　日

続柄 個人番号（12ケタ）
氏名

ーー

昭・平　　　　年　　　　月　　　　　日
ーー

続柄 個人番号（12ケタ）
氏名

　　＜写真付き身分証明書＞※この場合は１つ ＜その他の本人確認書類＞※この場合２つ

確認者

備
考

昭・平　　　　年　　　　月　　　　　日

本
人
確
認

個人番号確認 　□個人番号カード　　□通知カード　　□個人番号が記載された住民票等 受付印

　　　申請者身元確認　※個人番号カードの場合は不要

ー ー

支給認定申
請書兼認可
保育施設利
用申込書

児童の健康
状況申告書

認可保育施
設入所に関す
る留意事項

支給認定に
係る個人番
号(マイナン
バー)申告書

全員提出書類



『全員提出書類』と併せて、保育を必要とする事由を
証明する下記の書類が必要です。申請児童１名ごとに１部ずつ
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就労証明書(父１部、母１部) ※9月以降発行のもの

母子手帳の
写し

全員提出書類と併せて提出するもの(その１)

宛

証明日 年 月 日

― ―

― ―

下記の内容について、事実であることを証明いたします。

※本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。

No.

　

　 （ ）

年 月 日

3 年 月 日 ～ 年 月 日

　

　 ( )

分 （うち休憩時間 分）

日 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

年 月 年 月 年 月

年 月 日 年 月 日

年 月 日 ～ 年 月 日

年 月 日 ～ 年 月 日

11 年 月 日

年 月 日 ～ 年 月 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

13

14

年 月 日 ( )

（ ） ( )

年 月 日 ( )

（ ） ( )

年 月 日 ( )

（ ） ( )

9 育児休業の取得
※取得予定を含む

6

期間

～

年月

合計時間

産前･産後休業の取得
※取得予定を含む

10

時間／月

就労日数

時間

一週当たりの就労日数

備考欄

復職（予定）年月日

産休・育休以外の休業の
取得

期間

理由

12
育児のための短時間
勤務制度利用有無

※取得予定を含む

期間

主な就労時間帯
・シフト時間帯

主な就労時間帯
・シフト時間帯

日／月

時間

日／月 日／月
7

8

就労実績
※日数に有給休暇を含み、

時間数に休憩・残業時間を含む

期間

就労時間
(変則就労の場合)

土曜

日祝

業種1

2
フリガナ

本人氏名

雇用の形態5

4

雇用(予定)期間等

就労時間
(固定就労の場合) 平日

合計
時間

一月当たりの就労日数 月間

項目

名称

本人就労先事業所

記載欄

記載者連絡先

住所

生年
月日

就労証明書

所在地

電話番号

担当者名

西暦

名取市社会福祉事務所長

事業所名

代表者名

年月

日

時間／月

期間
 （無期の場合は雇用開始日のみ）

月間

時間／月

週間

年月

施設・事業所等の利用状況等 施設名： 施設名：

保護者記載欄

児童名① 生年月日 本人との続柄

保育士等としての勤務実
態の有無

児童名② 生年月日 本人との続柄

施設・事業所等の利用状況等 施設名： 施設名：

施設・事業所等の利用状況等 施設名： 施設名：

児童名③ 生年月日 本人との続柄

漁業 鉱業・採石業・砂利採取業 建設業 製造業 電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業 運輸業・郵便業 卸売業・小売業 金融業・保険業 不動産業・物品賃貸業

学術研究・専門・技術サービス業 宿泊業・飲食サービス業 生活関連サービス業・娯楽業

教育・学習支援業

医療・福祉

複合サービス事業 公務 その他

無期 有期

正社員 パート・アルバイト 非常勤・臨時職員派遣社員 契約社員 会計年度任用職員

内職 その他

月 火 水 木 金 土 日 祝日

取得予定 取得中

復職予定 復職済み

取得予定 取得中

農業･林業

月間 週間

自営業主

取得済み

有 無

月間 週間

電車・バス徒歩・自転車のみ その他

取得予定 取得中

家族従業者 業務委託自営業専従者

自動車

役員

有（予定）

取得予定 取得中 取得済み 介護休業 病休 その他（                          ）

利用中

利用中

利用中

申込中

申込中

申込中

子 その他

子 その他

子 その他

★自営業者の就労状況申告書

自営業の証明書類の写し(確定申告書・営業許可
証・開業届等)

★求職活動
状況申告書

★傷病障害
状況申告書
(保護者用)

診断書(★)・
障害者手帳
の写し

★介護(看護)
状況申告書

被介護者の診
断書(★)・障
害者手帳・療
育手帳の写し

災害復旧の書類

★在学証明書

カリキュラムがわか
る書類の写し

保護命令書
等公的書類



『全員提出書類』『保育を必要とする事由を証明する書
類』の他、転入予定の場合は下記の書類が必要です。
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★転入に関する申立書

全員提出書類と併せて提出するもの(その２)

★同居に関する申立書

賃貸借・売買契約書等の写し

 

 
転入に関する申立書 

 

 

 私         は、      市区町村             

 

より、令和       年      月      日までに 

 

名取市                        に転入することに

相違ありません。 

 
期日までに転入及び入所手続きをしなかった場合、内定を取り消されても異

議はありません。 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

名取市福祉事務所長 殿 

 申立者住所：                    

 

申立者氏名：                     

（自署の場合、押印不要） 

 

 

 

※ 祖父母の実家にて同居の場合は、同居に関する申立書と転入に関する申立書、両方を提出し

て下さい。 

※ 同居でなく持ち家やアパートの場合は、転入に関する申立書と賃貸借・売買契約書等の書類

の写しを添付して下さい。 

 

 

同居に関する申立書 

  

 私は、令和   年   月   日より私の世帯（同番地）に 

             市区町村          町から、 

（転入予定者氏名）                  が転入し同居する

ことに同意しております。  

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

市町村福祉事務所長 殿  

世帯主住所：                     
 

世帯主氏名：                      
（自署の場合、押印不要） 

 
※ 祖父母の実家にて同居の場合は、同居に関する申立書と転入に関する申立書を提出して下さ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書類提出の際には
 父母、60歳未満の同居の祖父母や親族について、提出願います。
 申込が兄弟同時で複数の場合、1部を用意し、コピー添付可です。
 ★印の付いている書類は申込書一式に含まれない補助書類になります。
該当する方はこども支援課窓口又は市ホームページから取得してください。

 証明書等の日付は一斉申込受付の場合9月以降、それ以外は申込日より
概ね2ヶ月以内の日付の書類をご提出ください。

 兄弟が放課後児童クラブに申し込む場合、保育所入所申込の書類の写し
を提出していただくことは可能です。予め写しのご準備をお願いします。



５．保育料について
(０～２歳児)
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保育料(月額制)の決定と納入
保護者の市町村民税の課税状況で11階層の区分の中で決定します。

 保育料を決定する際の市町村民税の額は、住宅借入金等
特別税額控除・配当控除等を差引く前の金額となります。

 同居祖父母などが家計の主宰者の場合、課税額を合計す
る場合があります(世帯分離の場合でも算定の対象です)。

 入所後、ご家庭の状況で保育の必要量が変更になる場合
は、保育施設を通じて変更申請をしてください。申請を受け
た翌月から保育料を変更します。

Natori City 
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令和8年4月～令和8年
8月分の保育料

令和7年度の
市町村民税により決定

令和8年9月～令和9年
3月分の保育料

令和8年度の
市町村民税により決定

５



６．副食費(給食費)について
(３～５歳児)
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給食費(月額制)の納入

３歳児から５歳児までは保育料は無償となります。
主食費やおかず・おやつ等の副食費(以下、給食
費)は実費負担となります。

保育施設により給食費が異なります。金額等につ
いては通所する保育施設にご確認ください。
公立保育所は副食費をお支払いしていただくほか、
主食として白飯を持参していただきます。
主食代も実費負担で完全給食の保育施設もあり
ます。

Natori City 
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名取市健康福祉部こども支援課
〒981―1292 名取市増田字柳田80番地

TEL 022－724－7181（保育係）

令和７年10月１日現在
(令和7年5月1日改定)

★市ホームページより入所のしおり、各種申請書類等が閲覧、ダウンロード可能です★


